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お問い合わせ先：八戸消防本部 予防課 0178-44-2133

林野火災の危険性が高まった場合、「林野火災注意報」が発令されます。

「屋外における火の使用」は控えて（自粛）ください。

さらに危険性が極めて高い条件になった場合、「林野火災警報」が発令されます。

「屋外における火の使用」はやめて（禁止）ください。

たき火など屋外で炎が上がったり煙が上がるような火の取り扱い

をする時は、最寄りの消防署等への事前の届出 が必要です！

※届出後に林野火災注意報・警報が発令された場合、届出者に消防署から連絡することがあります。

※ 「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出」
※ 消防署への届出により、行為そのものを許可するものではありません。

屋外での焼却（野焼き）は一部例外を除き禁止されています。

※

※発令基準や対象区域など詳しくは裏面をご覧ください。

消防情報案内

050-5536-5985

八戸消防本部

Ⅹ公式アカウント

ほっとスルメール

（事前登録必要）

発令中は、屋外での火の使用が制限されます。

令和８年４月１日運用開始

林野火災注意報
警 報

届出

発令状況については当消防本部ホームページでご確認いただけるほか、発令時に、ほっとスルメールや

X（エックス）、消防情報案内でもお知らせしますのでご活用ください。

八戸消防本部

ホームページ

発令状況

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部

を確認するには？

について

メールから登録 アプリから登録

おいらせ町にお住いの方へ



発令指標

対象期間

 

罰則

火の
使用制限
内容

①山林、原野等において火入れをしないこと

②煙火を消費しないこと

③屋外において火遊び又はたき火をしないこと

④屋外においては、可燃性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと

⑤山林、原野等において屋外で喫煙しないこと

⑥残火（たばこの吸い殻を含む）、取灰又は火粉を始末すること

次の①～④のいずれかの

条件に該当する場合

①実効湿度60％以下、かつ最小

湿度が50％以下となる見込みの

とき

②実効湿度が60％以下、

かつ平均風速が毎秒５ｍを超える

見込みのとき

③平均風速毎秒10ｍ以上の風が

１時間以上連続して吹く見込みの

とき

④その他火災予防上危険である

と認めるとき

左記の発令指標に加え

次の①又は②のいずれかの条件に該当

する場合

①前３日間の合計降水量が１㎜以下で

あって、前30日間の合計降水量が30

㎜以下のとき

②前３日間の合計降水量が１㎜以下で

あって、乾燥注意報が発表されていると

き

左記の発令指標に加え

次の①又は②のいずれかの条件に該当

する場合

①強風注意報が発表されているとき

②顕著な少雨に関する気象情報が発表

されているとき

林野火災注意報 林野火災警報

な し 罰金又は拘留

努 力 義 務 義 務

通 年

お問い合わせ先：八戸消防本部 予防課 0178-44-2133

例）バーベキュー台、七輪など、火の粉が飛散

しない形態の製品等で、それぞれの使用方法

に従い使用する場合は、制限の対象外。

林野火災警報等発令中

でも規制対象外の行為
例外

ゴミ焼却
野焼き たき火 可燃物の

近くでの喫煙
かまど（薪）

バーベキュー 七輪（炭火など）

発令基準や対象になる期間は？
新しく始まります！

従前からあるもの

制限される行為の例
（屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散するような行為）

発令中に制限される屋外での火の使用の内容とは？

※林野火災注意報発令時も含む

いかなる場合も禁止

【地区名】 青葉２、６～１０丁目、阿光坊、洗平、鶉久保、鶉久保山、内山平、上久保、木崎、北下田、木ノ下南、

黒坂谷地、神明前、千刈田、外小橋、染屋、立蛇、堤田、豊、豊栄１丁目、豊原１、２丁目、中下田、中平下長根山、

中野平、西後谷地、沼端、浜道、東下川原、東下谷地、一川目、一川目１～４丁目、深沢１、２丁目、深沢平、瓢、

二川目１～４丁目、古間木山、松原１、２丁目、緑ヶ丘５、６、８～１０丁目、向坂、向平、向山１～５丁目、

向山東１～４丁目、向山南、山崎、洋光台１～４、６丁目、若葉１、２、７、９丁目

下記の地域は林野火災警報発令時、屋外における火の使用は禁止になります。

火災注意報

注意喚起

おいらせ町にお住いの方へ

※林野火災注意報発令時は屋外における火の使用は控えて（自粛）ください。


